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10
月
１
日
㈪
か
ら
、国
民
健
康
保
険（
国

保
）
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
が
新
し

く
な
り
、
カ
ー
ド
形
式
に
な
り
ま
す
。
現

在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
は
、
９
月
30
日

㈰
ま
で
有
効
で
す
。
保
険
証
は
国
保
の
加

入
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
大
切
な

物
。
紛
失
な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
☎
８
９

０―

６
２
５
０
へ
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
９
月
20
日
㈭
に
郵

送
。
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
名
前
な
ど
を

確
認
し
て
、
注
意
事
項
を
よ
く
読
ん
で
く

だ
さ
い
。
現
在
使
っ
て
い
る
保
険
証
は
、

市
役
所
市
民
課
・
国
保
年
金
課
ま
た
は
各

支
所
・
出
張
所
に
返
す
か
、
各
世
帯
で
責

任
を
持
っ
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
し
い
保
険
証
は
９
月
か
ら
で

も
利
用
で
き
ま
す
。

①
氏
名
や
住
所
な
ど
が
間
違
っ
て
い
る
と

き
は
、新
し
い
保
険
証
と
印
鑑
を
用
意
し
、

市
民
課
６
番
窓
口
ま
た
は
各
支
所
へ
。

②
既
に
会
社
な
ど
の
保
険
証
が
あ
る
と
き

は
、
会
社
な
ど
の
保
険
証
（
扶
養
家
族
は

認
定
年
月
日
が
分
か
る
書
類
も
必
要
）
と

国
保
の
新
旧
保
険
証
、
印
鑑
を
用
意
し
、

市
民
課
６
番
窓
口
ま
た
は
各
支
所
へ
。

③
国
保
に
加
入
し
て
い
る
の
に
新
し
い
保

険
証
が
届
か
な
い
と
き
は
、
古
い
保
険
証

と
印
鑑
、
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で

き
る
物
を
用
意
し
、
国
保
年
金
課
４
番
Ｃ

窓
口
ま
た
は
各
支
所
へ
。

　

そ
の
ほ
か
の
届
け
出
事
項
は
、
保
険
証

に
同
封
す
る
国
保
の
し
お
り
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
国
保
を
加
入
・
脱
退
す
る

と
き
は
、
14
日
以
内
に
市
民
課
６
番
窓
口

ま
た
は
各
支
所
へ
届
け
出
が
必
要
。
届
け

出
が
遅
れ
る
と
、
届
出
日
か
ら
加
入
日
ま

で
の
国
保
税
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

10
月
１
日
㈪
か
ら
は
、
カ
ー
ド
形
式
の

新
し
い
保
険
証
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
保

険
証
は
、
こ
れ
ま
で
の
世
帯
ご
と
で
は
な

く
、
加
入
者
１
人
に
つ
き
１
枚
に
な
り
ま

す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

来
年
４
月
か
ら
医
療
制
度
が
改
正
さ
れ
、

次
に
該
当
す
る
人
は
有
効
期
限
が
来
年
９

月
30
日
㈫
よ
り
前
に
な
り
ま
す
。

①
75
歳
以
上
の
人
。

②
一
定
程
度
以
上
の
障
害
を
持
つ
65
歳
以

上
の
人
。

③
退
職
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
65
歳
以

上
の
人
。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
有
効
期
限
前
に
、
新

た
な
保
険
証
を
送
り
ま
す
。
こ
の
保
険
証

も
カ
ー
ド
形
式
で
、
加
入
者
１
人
に
つ
き

１
枚
で
す
。
た
だ
し
、
資
格
証
明
書
に
つ

い
て
は
従
来
ど
お
り
各
世
帯
ご
と
に
発
送

し
ま
す
。

　

保
険
証
が
１
人
に
つ
き
１
枚
の
カ
ー
ド

に
な
る
た
め
紛
失
な
ど
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。
医
師
の
診
断
を
受
け
る
と
き
は
、

必
ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
保
険

証
を
持
た
ず
に
受
診
し
た
と
き
は
医
療
費

の
全
額
が
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。
保
険

証
は
大
切
に
扱
い
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
万
一
紛
失
し
た
場
合
は
再
発
行

し
ま
す
。
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で

き
る
物
を
用
意
し
て
、
国
保
年
金
課
４
番

Ｃ
窓
口
ま
た
は
各
支
所
へ
。
ま
た
、
盗
難

な
ど
に
よ
る
場
合
は
警
察
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

　

国
保
税
を
特
別
な
理
由
も
な
く
１
年
以

上
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
に
は
、
保
険
証

の
代
わ
り
に
資
格
証
明
書
を
交
付
。
特
別

な
理
由
と
は
、災
害
や
盗
難
に
よ
る
被
害
、

納
税
義
務
者
や
被
保
険
者
の
病
気
や
負

傷
、
事
業
の
廃
止
な
ど
で
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
で
す
。

　

資
格
証
明
書
で
診
療
を
受
け
る
場
合
は
、

病
院
な
ど
の
窓
口
で
一
度
全
額
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
後
日
、
市
役
所

国
保
年
金
課
の
窓
口
へ
申
請
し
、
保
険
給

付
分
の
払
い
戻
し
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

医
療
制
度
の
改
正
で

期
限
が
縮
む
場
合
も

保
険
証
は

９
月
20
日
に
郵
送

氏
名
や
住
所
の
誤
り
は

早
め
に
届
け
出
を

紛
失
に
注
意
し

大
切
に
扱
い
ま
し
ょ
う

滞
納
者
へ
は

資
格
証
明
書
を
交
付

 ● 保険証と一緒に送付
される国保のしおり

 ● 10月からカード形式
となる新たな保険証

カ
ー
ド
形
式
で
加
入
者
１
人
１
枚
に

10
月
か
ら
国
保
の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す




